
分析方法と留意点

本指針で示した汚染土壌に係る分析方法の概要とその留意点は、次のとおりである。

(1) 土壌中重金属等の溶出量分析方法（土壌環境基準、平成３年８月２３日付け環境庁告

示第４６号に掲げる方法）

① 検液の作成（溶出方法）

土壌の取扱い

1) 採取した土壌はガラス製容器等に収める。試験を直ちに行えない場合には、

暗所に保存する。

試料の作成

2) 採取した土壌を風乾し、中小礫、木片等を除き、土塊、団粒を粗砕した後、

非金属製の２ｍｍの目ふるいを通過させて得た土壌を十分混合する。

試料液の調製

3) 試料（ｇ）と溶媒（純水に塩酸を加えてｐＨ＝５．８～６．３としたもの（

ｍ ）とを１：１０（Ｗ：Ｖ）の割合で混合する。ç）

4) 混合液が５００ｍ 以上となるようにする。ç

溶 出

5) 常温（おおむね２０℃）常圧（おおむね１気圧）で振とう機（振とう回数毎

分２００回、振とう幅４～５ｃｍ）を用いて６時間連続振とうする。

静 置

6) 溶出した試料液を１０～３０分程度静置する。

ろ 過

7) 試料液を毎分３，０００回転で２０分遠心分離した後の上澄み液をメンブラ

ンフィルター（孔径０．４５μｍ）を用いてろ過してろ液を取り、検液とす

る。

検 液



② 定量方法

ジフェニルカルバジド吸光光度法 (JIS K0102の65.2.1)

フレーム原子吸光法 (JIS K0102の65.2.2)

電気加熱原子吸光法（フレームレス原子吸光法）(JIS K0102の65.2.3)

ＩＣＰ発光分析法 (JIS K0102の65.2.4)

ＩＣＰ質量分析法 (JIS K0102の65.2.5)




